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長崎市都市公園条例の一部を改正する条例に係る修正案

別紙のとおり会議規則第M条の規定により提出します。
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「別 紙」

第 16 0 号議案

る修正案

長崎市都市公園条例の一部を改正する条例の部を次のように修正する。

第 2 条のうち長崎市都市公園条例別表第 7 の改正規定中「13,59 0」

を「1,380」に、「18,170」を「1,900」に、「18,460」を

「2,2 3 0 」に、「 13,8 9 0 」を「1,7 3 0 」に、「 18,9 1 0 」を「

2,7 5 0 」に、「 2 1,4 5 0 」を「9,0 6 0 」に、「 3 3,2 0 0 」を「 1

6,6 8 0 」に、「 3 6,2 2 0 」を「 19,7 0 0 」に、「 2 3,0 0 0 」を「

10,6 1 0 」に、「 40,6 8 0 」を「 24,1 6 0 」に改める。

長崎市都市公園条例の 部を改正する条例に対す



18時~22時
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改正の内容

使用料(刑用料金の基準)の改定

(ス)長,市総厶運動公園かき"ま

行
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j、学校の児童、中学校の生徒又は高等学校の生徒

準備、り八ーサル等{こ利用する場合は、

()長市平和会(別表

現行

区分

投てき練場(別表第第5

分

育に利用

1時間につき

523円

261円

育以外に利用

表の4割に相当する額準備、り八ーサル等に利用する場合は、表の5割に相当する額

フ( 2条))

利用時デ

日

日祝日

日

臼祝日

準備、り八ーサル等に利用する場合は、表の4割に相当する額

9時~12時

般

」、学校の児童、中学校の生徒又は高等学校の生徒

93

1,16

6,98

8,15

13時~17時

(単位:円)

区分

1,27

1,50

12,81

15,14

18時~22時

1,50

1,85

15,14

18,64

分

育に利用

1時間につき

630円

320円

育以外に利用

利用時佑

日

日祝日

日

日祝日

13時~17時

準備、り八ーサル等に利用する場合は、表の5割に相当する額

9時~12時
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